
 

平成３１年３月亀山市議会定例会 提出議案 

条 例 新 旧 対 照 表 
                                                    

                                    頁 

議案第２号  亀山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・１ 

議案第３号  亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例・・２ 

議案第４号  亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・３ 

議案第５号  亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例・４ 

議案第６号  亀山市基金条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９ 

議案第７号  亀山市関宿伝統的建造物群保存地区資料館条例の一部を改正する条例・・・・・６０ 

議案第８号  鈴鹿峠自然の家条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・６７ 

議案第９号  亀山市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・６８ 



 

議案第１０号 亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・・６９ 

議案第１１号 亀山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・７０ 

議案第１２号 亀山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・７７ 

議案第１３号 亀山市総合環境センター条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・７９ 

議案第１４号 亀山市営住宅条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０ 

議案第１５号 亀山市水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例の一部を改正する条例・・８１ 

議案第１６号 亀山市火災予防条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・８２ 

 



 

 

1 

 亀山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（正規の勤務時間以外の時間における勤務） （正規の勤務時間以外の時間における勤務） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の

時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。  

 

 



 

 

2 

亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係） 

区分 報酬の額 旅費の額 

（略） （略） （略） 

（略） （略） 旅費条例別表

の消防長の項

に規定する旅

費に相当する

額 

学校薬剤師 年額 １５４，０００円 

加給額 年額 ２校以上を兼務して

いる場合１校加えるごとに

６３，０００円を加えた額 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 
 

区分 報酬の額 旅費の額 

（略） （略） （略） 

（略） （略） 旅費条例別表

の消防長の項

に規定する旅

費に相当する

額 

学校薬剤師 基本額 年額 １５４，０００円 

加給額 年額 ２校以上を兼務して

いる場合１校加えるごとに

６３，０００円を加えた額 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 
 

 



 

 

3 

亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

１１ （略） １１ （略） 

（平成３１年４月１日から同年５月３１日までの間に支給する市長の

給料の額に関する特例措置） 

 

１２ 平成３１年４月１日から同年５月３１日までの間に支給する市長

の給料の額は、附則第９項の規定にかかわらず、同項の規定により支

給されることとなる額から第２条第１項第１号に規定する給料の月額

に１００分の１０を乗じて得た額を減じた額とする。 

 

 



 

 

4 4 4 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第１条関係） 

（亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 使用料 

土地 使用する期間

が１月未満の

もの 

使用する土地の１平方メートル当たりの適正

な価格×４／１００×使用する面積×使用す

る日数／３６５×１１０／１００ 

（略） （略） 

建物 （使用する建物の１平方メートル当たりの適正な価格×８

／１００×当該建物のうち使用する面積＋当該建物の建築

面積に係る土地の使用料の年額に相当する額×当該建物の

うち使用する面積／当該建物の延べ面積）×使用する日数 

／３６５×１１０／１００ 
 

区分 使用料 

土地 使用する期間

が１月未満の

もの 

使用する土地の１平方メートル当たりの適正

な価格×４／１００×使用する面積×使用す

る日数／３６５×１０８／１００ 

（略） （略） 

建物 （使用する建物の１平方メートル当たりの適正な価格×８

／１００×当該建物のうち使用する面積＋当該建物の建築

面積に係る土地の使用料の年額に相当する額×当該建物の

うち使用する面積／当該建物の延べ面積）×使用する日数 

／３６５×１０８／１００ 
 

 



 

 

5 5 5 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第２条関係） 

（亀山市歴史博物館条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表第２（第１１条関係） 別表第２（第１１条関係） 

区分 使用料 

午前９時から正午

まで 

午後１時から午後

５時まで 

午前９時から午後

５時まで 

企画展示室 ３，３００円 ３，８３０円 ６，６００円 

講義室 ３，３００円 ３，８３０円 ６，６００円 

実習室 １，６３０円 ２，２００円 ３，３００円 
 

区分 使用料 

午前９時から正午

まで 

午後１時から午後

５時まで 

午前９時から午後

５時まで 

企画展示室 ３，２４０円 ３，７７０円 ６，４８０円 

講義室 ３，２４０円 ３，７７０円 ６，４８０円 

実習室 １，６１０円 ２，１６０円 ３，２４０円 
 

備考 （略） 備考 （略） 

 



 

 

6 6 6 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第３条関係） 

（関まちなみ文化センター条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

１ 集会室及び展示室の使用料 １ 集会室及び展示室の使用料 

区分 使用料 

午前９時から午後１

時まで 

午後１時から午後５

時まで 

午後５時から午後９

時まで 

集会室 ５１０円 ５１０円 ５１０円 

展示室 ５１０円 ５１０円 ５１０円 
 

区分 使用料 

午前９時から午後１

時まで 

午後１時から午後

５時まで 

午後５時から午後

９時まで 

集会室 ５１０円 ５１０円 ５１０円 

展示室 ５１０円 ５１０円 ５１０円 
 

備考 備考 

１及び２ （略） １及び２ （略） 

３ 冷暖房を使用する場合は、当該使用料に６２０円を加算する。 ３ 冷暖房を使用する場合は、当該使用料に６１０円を加算する。 

２ 貸店舗の使用料 ２ 貸店舗の使用料 

区分 単位 使用料 

貸店舗 １区画 月額 １２，５６０円 
 

区分 単位 使用料 

貸店舗 １区画 月額 １２，３４０円 
 

 



 

 

7 7 7 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第４条関係） 

（関宿散策拠点施設条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

区分 使用料 

午前９時から午

後１時まで 

午後１時から午

後５時まで 

午後５時から午

後９時まで 

関宿西の追分休

憩施設研修室 

７２０円 ７２０円 ７２０円 

関宿地蔵町散策

拠点施設研修室 

７２０円 ７２０円 ７２０円 

関宿木崎町散策

拠点施設研修室 

７２０円 ７２０円 ７２０円 

 

区分 使用料 

午前９時から午

後１時まで 

午後１時から午

後５時まで 

午後５時から午

後９時まで 

関宿西の追分休

憩施設研修室 

７１０円 ７１０円 ７１０円 

関宿地蔵町散策

拠点施設研修室 

７１０円 ７１０円 ７１０円 

関宿木崎町散策

拠点施設研修室 

７１０円 ７１０円 ７１０円 

 

備考 （略） 備考 （略） 

 



 

 

8 8 8 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第５条関係） 

（鈴鹿峠自然の家条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

１ 施設使用料 １ 施設使用料 

区分 使用時間 単位 使用料 

宿泊室１ 午後１時から翌日の正午まで １室 １０，４７０円 

宿泊室２ 午後１時から翌日の正午まで １室 １０，４７０円 

川の学習室 午後１時から翌日の正午まで １室 １０，４７０円 

午前９時から正午まで １室 １，０３０円 

午後１時から午後５時まで １室 １，０３０円 

午後６時から午後９時３０分まで １室 １，０３０円 

森の学習室 午後１時から翌日の正午まで １室 １０，４７０円 

午前９時から正午まで １室 １，０３０円 

午後１時から午後５時まで １室 １，０３０円 

午後６時から午後９時３０分まで １室 １，０３０円 

和室 午後１時から翌日の正午まで １室 １３，６１０円 

午前９時から正午まで １室 １，３５０円 

午後１時から午後５時まで １室 １，３５０円 

午後６時から午後９時３０分まで １室 １，３５０円 

屋外施設 午後１時から翌日の正午まで １回 １，０３０円 
 

区分 使用時間 単位 使用料 

宿泊室１ 午後１時から翌日の正午まで １室 １０，２８０円 

宿泊室２ 午後１時から翌日の正午まで １室 １０，２８０円 

川の学習室 午後１時から翌日の正午まで １室 １０，２８０円 

午前９時から正午まで １室 １，０２０円 

午後１時から午後５時まで １室 １，０２０円 

午後６時から午後９時３０分まで １室 １，０２０円 

森の学習室 午後１時から翌日の正午まで １室 １０，２８０円 

午前９時から正午まで １室 １，０２０円 

午後１時から午後５時まで １室 １，０２０円 

午後６時から午後９時３０分まで １室 １，０２０円 

和室 午後１時から翌日の正午まで １室 １３，３７０円 

午前９時から正午まで １室 １，３３０円 

午後１時から午後５時まで １室 １，３３０円 

午後６時から午後９時３０分まで １室 １，３３０円 

屋外施設 午後１時から翌日の正午まで １回 １，０２０円 
 

 



 

 

9 9 9 

 （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 
 

 （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 

 



 

 

10 10 10 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第６条関係） 

（亀山市運動施設等条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表第２（第１２条関係） 別表第２（第１２条関係） 

西野公園体育館施設利用料金 西野公園体育館施設利用料金 

時間区分 

 

利用区分 

（ア）午前

９時から

午後０時

３０分ま

で 

（イ）午後

１時から

午後５時

３０分ま

で 

（ウ）午後

６時から

午後９時

３０分ま

で 

（エ）午前

９時から

午後９時

３０分ま

で 

競技

場 

入場料

等を徴

収しな

い場合 

スポ

ーツ

（職

業と

して

行う

もの

を除

く。）

のた

めに

利用 

学校（学

校教育

法（昭和

２２年

法律第

２６号）

第１条

に定め

る学校

をいう。

以下同

じ。） 

１，９７０

円 

２，７３０

円 

３，９５０

円 

７，２５０

円 

 

時間区分 

 

利用区分 

（ア）午前

９時から

午後０時

３０分ま

で 

（イ）午後

１時から

午後５時

３０分ま

で 

（ウ）午後

６時から

午後９時

３０分ま

で 

（エ）午前

９時から

午後９時

３０分ま

で 

競技

場 

入場料

等を徴

収しな

い場合 

スポ

ーツ

（職

業と

して

行う

もの

を除

く。）

のた

めに

利用 

学校（学

校教育

法（昭和

２２年

法律第

２６号）

第１条

に定め

る学校

をいう。

以下同

じ。） 

１，９４０

円 

２，６９０

円 

３，８８０

円 

７，１２０

円 

 



 

 

11 11 11 

  する

場合 

     

一般 ３，３００

円 

４，９３０

円 

６，６００

円 

１３，２００

円 

その他の場

合 

１６，５００

円 

２２，０００

円 

３３，０００

円 

６０，５００

円 

入場料

等を徴

収する

場合 

スポー

ツ（職

業とし

て行う

ものを

除く。）

のため

に利用

する場

合 

学校 ３，３００

円 

４，９３０

円 

６，６００

円 

１３，２００

円 

一般 ８，８００

円 

１２，１００

円 

１６，５００

円 

２７，５００

円 

その他の場

合 

４４，０００ 

円 

６６，０００

円 

８８，０００

円 

１６５，０００ 

円 

興行を直接 ７７，０００ １１０，０００ １５４，０００ ２８６，０００ 

  の目的とす

る場合 

円 円 円 円 

（略） （略） （略） （略） （略） 

会議室 第１会議室

及び第２会 

６５０円 ７６０円 １，３１０

円 

２，７３０

円 
 

  する

場合 

     

一般 ３，２４０

円 

４，８５０

円 

６，４８０

円 

１２，９６０

円 

その他の場

合 

１６，２００

円 

２１，６００

円 

３２，４００

円 

５９，４００

円 

入場料

等を徴

収する

場合 

スポー

ツ（職

業とし

て行う

ものを

除く。）

のため

に利用

する場

合 

学校 ３，２４０

円 

４，８５０

円 

６，４８０

円 

１２，９６０

円 

一般 ８，６４０

円 

１１，８８０

円 

１６，２００

円 

２７，０００

円 

その他の場

合 

４３，２００

円 

６４，８００

円 

８６，４００

円 

１６２，０００ 

円 

興行を直接 ７５，６００ １０８，０００ １５１，２００ ２８０，８００ 

  の目的とす

る場合 

円 円 円 円 

（略） （略） （略） （略） （略） 

会議室 第１会議室

及び第２会 

６４０円 ７５０円 １，２９０

円 

２，６９０

円 
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 議室     

第３会議室 ８７０円 ９７０円 １，９７０

円 

３，８３０

円 

（略） （略） （略） （略） （略） 

備考 

１～５ （略）  

６ （ア）（イ）の時間区分においてフロアー照明のため点灯した

ときは、１時間につき全面の場合は６５０円を、半面の場合は

４３０円を当該利用料金に加算した額とする。 

７ 競技場において空調設備を利用したときは、１時間につき

３，８５０円を当該利用料金に加算した額とする。 

８及び９ （略） 
 

 議室     

第３会議室 ８６０円 ９６０円 １，９４０

円 

３，７７０

円 

（略） （略） （略） （略） （略） 

備考 

１～５ （略） 

６ （ア）（イ）の時間区分においてフロアー照明のため点灯した

ときは、１時間につき全面の場合は６４０円を、半面の場合は

４３０円を当該利用料金に加算した額とする。 

７ 競技場において空調設備を利用したときは、１時間につき

３，７８０円を当該利用料金に加算した額とする。 

８及び９ （略） 
 

別表第３（第１２条関係） 別表第３（第１２条関係） 

西野公園施設利用料金 西野公園施設利用料金 

  時間区分 利用料金 備考 

野球場 午前８時３０分か

ら午後０時３０分

まで 

６５０円 照明設備を利用したときは、１時間

（１時間に満たない時間は、１時間

とする。）につき４，４００円を当

該利用料金に加算した額とする。１

時間を超えたときは、その超えた時

間３０分（３０分に満たない時間は、

３０分とする。）につき２，２００ 

午後１時から午後

５時３０分まで 

１，１００

円 

午後６時から午後

９時３０分まで 

１，１００

円 

 

  時間区分 利用料金 備考 

野球場 午前８時３０分か

ら午後０時３０分

まで 

６４０円 照明設備を利用したときは、１時間

（１時間に満たない時間は、１時間

とする。）につき４，３２０円を当

該利用料金に加算した額とする。１

時間を超えたときは、その超えた時

間３０分（３０分に満たない時間は、

３０分とする。）につき２，１６０ 

午後１時から午後

５時３０分まで 

１，０８０

円 

午後６時から午後

９時３０分まで 

１，０８０

円 

 



 

 

13 13 13 

 

   円を当該利用料金に加算した額とす

る。 

午前８時３０分か

ら午後５時３０分

まで 

１，７５０

円 

  

午後１時から午後

９時３０分まで 

２，２００

円 

午前８時３０分か

ら午後９時３０分

まで 

２，８５０

円 

運動広

場 

午前８時３０分か

ら午後０時３０分

まで 

６５０円 個人利用の場合は、無料とする。 

午後１時から午後

５時３０分まで 

１，１００

円 

午前８時３０分か

ら午後５時３０分

まで 

１，７５０

円 

庭球場 利用区分 

 

時間区分 

個人利用 専用利用 

中学生以

下１面に

つき 

高校生及

び一般１

面につき 

学校全面

につき 

一般全面

につき 

 

   円を当該利用料金に加算した額とす

る。 

午前８時３０分か

ら午後５時３０分

まで 

１，７２０

円 

  

午後１時から午後

９時３０分まで 

２，１６０

円 

午前８時３０分か

ら午後９時３０分

まで 

２，８００

円 

運動広

場 

午前８時３０分か

ら午後０時３０分

まで 

６４０円 個人利用の場合は、無料とする。 

午後１時から午後

５時３０分まで 

１，０８０

円 

午前８時３０分か

ら午後５時３０分

まで 

１，７２０

円 

庭球場 利用区分 

 

時間区分 

個人利用 専用利用 

中学生以

下１面に

つき 

高校生及

び一般１

面につき 

学校全面

につき 

一般全面

につき 

 



 

 

14 14 14 

 

 午前８時３０分か

ら午後０時３０分

まで 

３１０円 ５３０円 １，６３０

円 

２，７３０

円 

午後１時から午後

５時３０分まで 

５３０円 ８７０円 ２，２００

円 

４，４００

円 

午後６時から午後

９時３０分まで 

５３０円 ８７０円 ２，２００

円 

４，４００

円 

午前８時３０分か

ら午後５時３０分

まで 

― ― ３，８３０

円 

７，１３０

円 

午後１時から午後

９時３０分まで 

― ― ４，４００

円 

８，８００

円 

午前８時３０分か

ら午後９時３０ま

で 

― ― ６，０３０

円 

１１，５３０

円 

備考 午後６時から午後９時３０分までの利用については、照明

設備利用のため個人利用１面につき１，３１０円、専用利

用全面につき５，２７０円を利用料金に加算した額とする。 

プール 利用区分 

 

 

時間区分 

個人利用 専用利用 

（５０メートルプール） 

小学生未

満 

小学生及

び中学生 

高校生及

び一般 

学校 一般 

 

 午前８時３０分か

ら午後０時３０分

まで 

３１０円 ５３０円 １，６１０

円 

２，６９０

円 

午後１時から午後

５時３０分まで 

５３０円 ８６０円 ２，１６０

円 

４，３２０

円 

午後６時から午後

９時３０分まで 

５３０円 ８６０円 ２，１６０

円 

４，３２０

円 

午前８時３０分か

ら午後５時３０分

まで 

― ― ３，７７０

円 

７，０１０

円 

午後１時から午後

９時３０分まで 

― ― ４，３２０

円 

８，６４０

円 

午前８時３０分か

ら午後９時３０ま

で 

― ― ５，９３０

円 

１１，３３０

円 

備考 午後６時から午後９時３０分までの利用については、照明

設備利用のため個人利用１面につき１，２９０円、専用利

用全面につき５，１８０円を利用料金に加算した額とする。 

プール 利用区分 

 

 

時間区分 

個人利用 専用利用 

（５０メートルプール） 

小学生未

満 

小学生及

び中学生 

高校生及

び一般 

学校 一般 

 



 

 

15 15 15 

 午前９時から

午後０時３０

分まで 

無料 ５０円 １００円 ５，５００

円 

１１，０００ 

円 

午後１時から

午後５時３０

分まで 

無料 １００円 ２１０円 １１，０００ 

円 

２２，０００ 

円 

午前９時から

午後５時３０

分まで 

― ― ― １６，５００ 

円 

３３，０００ 

円 

備考 （略） （略） （略） 
 

 午前９時から

午後０時３０

分まで 

無料 ５０円 １００円 ５，４００

円 

１０，８００ 

円 

午後１時から

午後５時３０

分まで 

無料 １００円 ２１０円 １０，８００ 

円 

２１，６００ 

円 

午前９時から

午後５時３０

分まで 

― ― ― １６，２００ 

円 

３２，４００ 

円 

備考 （略） （略） （略） 
 

付記 （略） 付記 （略） 

別表第４（第１２条関係） 別表第４（第１２条関係） 

亀山公園施設利用料金 亀山公園施設利用料金 

庭

球

場 

利用区分 

時間区分 

個人利用 専用利用 

中学生以

下１面に

つき 

高校生及

び一般１

面につき 

学校全面

につき 

一般全面

につき 

午前８時３０分から午

後０時３０分まで 

３１０円 ５３０円 １，６３０

円 

２，７３０

円 

午後１時から午後５時

３０分まで 

５３０円 ８７０円 ２，２００

円 

４，４００

円 

午前８時３０分から午 ― ― ３，８３０ ７，１３０ 
 

庭

球

場 

利用区分 

時間区分 

個人利用 専用利用 

中学生以

下１面に

つき 

高校生及

び一般１

面につき 

学校全面

につき 

一般全面

につき 

午前８時３０分から午

後０時３０分まで 

３１０円 ５３０円 １，６１０

円 

２，６９０

円 

午後１時から午後５時

３０分まで 

５３０円 ８６０円 ２，１６０

円 

４，３２０

円 

 午前８時３０分から午 ― ― ３，７７０ ７，０１０ 
 



 

 

16 16 16 

 後５時３０分まで   円 円 

野

外

ス

テ

ー

ジ 

午前８時３０分から午

後９時３０分まで 

１件につき ５３０円 

備

考 

放送設備を利用する場合は、８７０円を加算した額とする。 

 

 後５時３０分まで   円 円 

野

外

ス

テ

ー

ジ 

午前８時３０分から午

後９時３０分まで 

１件につき ５３０円 

備

考 

放送設備を利用する場合は、８６０円を加算した額とする。 

 

付記 （略） 付記 （略） 

別表第５（第１２条関係） 別表第５（第１２条関係） 

東野公園体育館施設利用料金 東野公園体育館施設利用料金 

時間区分 

 

利用区分 

（ア）午前

９時から

午後０時

３０分ま

で 

（イ）午後

１時から

午後５時

３０分ま

で 

（ウ）午後

６時から

午後９時

３０分ま

で 

（エ）午前

９時から

午後９時

３０分ま

で 

競技

場 

入場料

等を徴

収しな

い場合 

スポ

ーツ

（職

業と

して

行う

もの 

学校 １，３１０

円 

１，７５０

円 

２，６３０

円 

４，８３０

円 

一般 ２，２００

円 

３，３００

円 

４，４００

円 

８，８００

円 

 

時間区分 

 

利用区分 

（ア）午前

９時から

午後０時

３０分ま

で 

（イ）午後

１時から

午後５時

３０分ま

で 

（ウ）午後

６時から

午後９時

３０分ま

で 

（エ）午前

９時から

午後９時

３０分ま

で 

競技

場 

入場料

等を徴

収しな

い場合 

スポ

ーツ

（職

業と

して

行う

もの 

学校 １，２９０

円 

１，７２０

円 

２，５９０

円 

４，７５０

円 

一般 ２，１６０

円 

３，２４０

円 

４，３２０

円 

８，６４０

円 

 



 

 

17 17 17 

  を除

く。）

のた

めに

利用

する

場合 

     

その他の場

合 

１１，０００

円 

１４，６１０

円 

２２，０００

円 

４０，２５０

円 

入場料

等を徴

収する

場合 

スポ

ーツ

（職

業と

して

行う

もの

を除

く。）

のた

めに

利用

する

場合 

学校 ２，２００

円 

３，３００

円 

４，４００

円 

８，８００

円 

一般 ５，８１０

円 

８，０１０

円 

１１，０００

円 

１８，２５０

円 

 

  を除

く。）

のた

めに

利用

する

場合 

     

その他の場

合 

１０，８００

円 

１４，３５０

円 

２１，６００

円 

３９，５２０

円 

入場料

等を徴

収する

場合 

スポ

ーツ

（職

業と

して

行う

もの

を除

く。）

のた

めに

利用

する

場合 

学校 ２，１６０

円 

３，２４０

円 

４，３２０

円 

８，６４０

円 

一般 ５，７１０

円 

７，８７０

円 

１０，８００

円 

１７，９２０

円 

 



 

 

18 18 18 

  その他の場

合 

２９，２５０

円 

４４，０００

円 

５８，６１０

円 

１１０，０００ 

円 

（略）  （略） （略） （略） （略） 

会議室 ８７０円 ９７０円 １，９７０

円 

３，８３０

円 

（略） （略） （略） （略） （略） 

備考 

１～５ （略） 

６ （ア）（イ）の時間区分においてフロアー照明のため点灯した

ときは、１時間につき全面の場合は６５０円を、半面の場合は

４３０円を当該利用料金に加算した額とする。 

７及び８ （略） 
 

  その他の場

合 

２８，７２０

円 

４３，２００

円 

５７，５５０

円 

１０８，０００ 

円 

（略）  （略） （略） （略） （略） 

会議室 ８６０円 ９６０円 １，９４０

円 

３，７７０

円 

（略） （略） （略） （略） （略） 

備考 

１～５ （略） 

６ （ア）（イ）の時間区分においてフロアー照明のため点灯した

ときは、１時間につき全面の場合は６４０円を、半面の場合は

４３０円を当該利用料金に加算した額とする。 

７及び８ （略） 
 

別表第６（第１２条関係） 別表第６（第１２条関係） 

東野公園施設利用料金 

  時間区分 利用料金 備考 

ソ

フ

ト

ボ

ー

ル

場 

（略） （略） 照明設備を利用したとき

は、１時間（１時間に満た

ない時間は、１時間とす

る。）につき４，４００円

を加算した額とする。１時

間を超えたときは、その超

えた時間３０分（３０分に 

午前８時３０分から午後５

時３０分まで 

８７０円 

午後１時から午後９時３０

分まで 

１，１００

円 

午前８時３０分から午後９

時３０分まで 

１，４１０

円 
 

東野公園施設利用料金 

  時間区分 利用料金 備考 

ソ

フ

ト

ボ

ー

ル

場 

（略） （略） 照明設備を利用したとき

は、１時間（１時間に満た

ない時間は、１時間とす

る。）につき４，３２０円

を加算した額とする。１時

間を超えたときは、その超

えた時間３０分（３０分に 

午前８時３０分から午後５

時３０分まで 

８６０円 

午後１時から午後９時３０

分まで 

１，０８０

円 

午前８時３０分から午後９

時３０分まで 

１，３９０

円 
 



 

 

19 19 19 

   満たない時間は、３０分と

する。）につき２，２００

円を加算した額とする。 

運

動

広

場 

午前８時３０分から午後０

時３０分まで 

６５０円 個人利用の場合は、無料と

する。照明設備を利用した

ときは、１時間（１時間に

満たない時間は、１時間と

する。）につき４，４００

円を加算した額とする。１

時間を超えたときは、その

超えた時間３０分（３０分

に満たない時間は、３０分

とする。）につき２，２００

円を加算した額とする。 

午後１時から午後５時３０

分まで 

１，１００

円 

午後６時から午後９時３０

分まで 

１，１００

円 

午前８時３０分から午後５

時３０分まで 

１，７５０

円 

午後１時から午後９時３０

分まで 

２，２００

円 

午前８時３０分から午後９

時３０分まで 

２，８５０

円 

ゲ

ー

ト

ボ

ー

ル

場 

（略） （略） 個人利用の場合は、無料と

する。 午前８時３０分から午後５

時３０分まで 

８７０円 

 

   満たない時間は、３０分と

する。）につき２，１６０

円を加算した額とする。 

運

動

広

場 

午前８時３０分から午後０

時３０分まで 

６４０円 個人利用の場合は、無料と

する。照明設備を利用した

ときは、１時間（１時間に

満たない時間は、１時間と

する。）につき４，３２０

円を加算した額とする。１

時間を超えたときは、その

超えた時間３０分（３０分

に満たない時間は、３０分

とする。）につき２，１６０

円を加算した額とする。 

午後１時から午後５時３０

分まで 

１，０８０

円 

午後６時から午後９時３０

分まで 

１，０８０

円 

午前８時３０分から午後５

時３０分まで 

１，７２０

円 

午後１時から午後９時３０

分まで 

２，１６０

円 

午前８時３０分から午後９

時３０分まで 

２，８００

円 

ゲ

ー

ト

ボ

ー

ル

場 

（略） （略） 個人利用の場合は、無料と

する。 午前８時３０分から午後５

時３０分まで 

８６０円 

 



 

 

20 20 20 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第７（第１２条関係） 別表第７（第１２条関係） 

西野公園体育館設備器具利用料金 西野公園体育館設備器具利用料金 

設備器具の名称 時間区分 入場料等を徴

収しない場合 

入場料等を徴

収する場合 

シャワー装置 １回 １室につき （略） （略） 

一般 １，１００

円 

一般 １，１００

円 

（略） （略） （略） （略） 

放送装置 １回 １式につき ８７０円 １，７５０円 

（略） （略） （略） （略） 
 

設備器具の名称 時間区分 入場料等を徴

収しない場合 

入場料等を徴

収する場合 

シャワー装置 １回 １室につき （略） （略） 

一般 １，０８０

円 

一般 １，０８０

円 

（略） （略） （略） （略） 

放送装置 １回 １式につき ８６０円 １，７２０円 

（略） （略） （略） （略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第８（第１２条関係） 別表第８（第１２条関係） 

東野公園体育館設備器具利用料金 東野公園体育館設備器具利用料金 

設備器具の名称 時間区分 入場料等を徴

収しない場合 

入場料等を徴

収する場合 

シャワー装置 １回 １室につき （略） （略） 

一般 １，１００

円 

一般 １，１００

円 

（略） （略） （略） （略） 

放送装置 １回 １式につき ８７０円 １，７５０円 
 

設備器具の名称 時間区分 入場料等を徴

収しない場合 

入場料等を徴

収する場合 

シャワー装置 １回 １室につき （略） （略） 

一般 １，０８０

円 

一般 １，０８０

円 

（略） （略） （略） （略） 

放送装置 １回 １式につき ８６０円 １，７２０円 
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（略） （略） （略） （略） 
 

（略） （略） （略） （略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第９（第１２条関係） 別表第９（第１２条関係） 

西野公園プール設備器具利用料金 西野公園プール設備器具利用料金 

名称 利用区分 利用料金 備考 

（略） （略） （略） （略） 

水泳競技器

具 

１式１回に

つき 

３，３００

円 

「１回」とは、午前９時から午後

０時３０分まで又は午後１時から

午後５時３０分までのいずれかと

する。 

（略） （略） （略） 

 

名称 利用区分 利用料金 備考 

（略） （略） （略） （略） 

水泳競技器

具 

１式１回に

つき 

３，２４０

円 

「１回」とは、午前９時から午後

０時３０分まで又は午後１時から

午後５時３０分までのいずれかと

する。 

（略） （略） （略） 

 

別表第１０（第１２条関係） 別表第１０（第１２条関係） 

観音山テニスコート利用料金 観音山テニスコート利用料金 

利用区分 

 

 

時間区分 

個人利用 専用利用 

中学生以下

１面につき 

高校生及び

一般１面に

つき 

学校２面につ

き 

一般２面につ

き 

午前８時３０

分から午後

０時３０分

まで 

３１０円 ５３０円 ８１０円 １，３６０円 

午後１時か ５３０円 ８７０円 １，１００円 ２，２００円 
 

利用区分 

 

 

時間区分 

個人利用 専用利用 

中学生以下

１面につき 

高校生及び

一般１面に

つき 

学校２面につ

き 

一般２面につ

き 

午前８時３０

分から午後

０時３０分

まで 

３１０円 ５３０円 ８００円 １，３４０円 

午後１時か ５３０円 ８６０円 １，０８０円 ２，１６０円 
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ら午後５時

３０分まで 

    

午後６時か

ら午後９時

３０分まで 

５３０円 ８７０円 １，１００円 ２，２００円 

午前８時３０

分から午後

５時３０分

まで 

― ― １，９１０円 ３，５６０円 

午後１時か

ら午後９時

３０分まで 

― ― ２，２００円 ４，４００円 

午前８時３０

分から午後

９時３０分

まで 

― ― ３，０１０円 ５，７６０円 

 

ら午後５時

３０分まで 

    

午後６時か

ら午後９時

３０分まで 

５３０円 ８６０円 １，０８０円 ２，１６０円 

午前８時３０

分から午後

５時３０分

まで 

― ― １，８８０円 ３，５００円 

午後１時か

ら午後９時

３０分まで 

― ― ２，１６０円 ４，３２０円 

午前８時３０

分から午後

９時３０分

まで 

― ― ２，９６０円 ５，６６０円 

 

備考 備考 

１ 午後６時から午後９時３０分までの利用については、照明設備

利用のため個人利用１面につき１，３１０円、専用利用２面につ

き２，６３０円を利用料金に加算した額とする。 

１ 午後６時から午後９時３０分までの利用については、照明設備

利用のため個人利用１面につき１，２９０円、専用利用２面につ

き２，５９０円を利用料金に加算した額とする。 

２ （略） ２ （略） 
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亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第７条関係） 

（亀山市関総合スポーツ公園多目的グラウンド条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第１２条関係） 別表（第１２条関係） 

時間区分 利用料金（１面につき） 

市民が利用する場合 市民以外の者が利用す

る場合 

午前８時３０分から午

後０時３０分まで 

２００円 ２，０８０円 

午後１時から午後５時

３０分まで 

４１０円 ４，１８０円 

午後６時から午後９時

３０分まで 

４１０円 ４，１８０円 

午前８時３０分から午

後５時３０分まで 

６２０円 ６，２８０円 

 

時間区分 利用料金（１面につき） 

市民が利用する場合 市民以外の者が利用す

る場合 

午前８時３０分から午

後０時３０分まで 

２００円 ２，０５０円 

午後１時から午後５時

３０分まで 

４１０円 ４，１１０円 

午後６時から午後９時

３０分まで 

４１０円 ４，１１０円 

午前８時３０分から午

後５時３０分まで 

６１０円 ６，１７０円 

 

備考 備考 

１ （略） １ （略） 

２ 照明設備を利用する場合は、１回につき市民が利用するときは

５，２３０円を、市民以外の者が利用するときは市民が利用する

ときの倍額を当該利用料金に加算した額とする。 

２ 照明設備を利用する場合は、１回につき市民が利用するときは

５，１４０円を、市民以外の者が利用するときは市民が利用する

ときの倍額を当該利用料金に加算した額とする。 

３ （略） ３ （略） 



 

 

24 24 24 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第８条関係） 

（亀山市関Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第１２条関係） 別表（第１２条関係） 

１ 体育館・トレーニングルーム・ミーティングルーム １ 体育館・トレーニングルーム・ミーティングルーム 

区分 利用料金 

午前９時から

午後０時３０

分まで 

午後１時から

午後５時３０

分まで 

午後６時から

午後９時３０

分まで 

体育館 （略） （略） （略） （略） 

団体 全面

利用 

１，２５０円 １，２５０円 １，２５０円 

半面

利用 

６２０円 ６２０円 ６２０円 

トレーニ

ングルー

ム 

（略） （略） （略） （略） 

団体 １，２５０円 １，２５０円 １，２５０円 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

区分 利用料金 

午前９時から

午後０時３０

分まで 

午後１時から

午後５時３０

分まで 

午後６時から

午後９時３０

分まで 

体育館 （略） （略） （略） （略） 

団体 全面

利用 

１，２３０円 １，２３０円 １，２３０円 

半面

利用 

６１０円 ６１０円 ６１０円 

トレーニ

ングルー

ム 

（略） （略） （略） （略） 

団体 １，２３０円 １，２３０円 １，２３０円 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

２ （略） ２ （略） 
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亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第９条関係） 

（亀山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表第２（第２２条関係） 別表第２（第２２条関係） 

種類 区分 手数料の額 

動物の死体 犬及び猫 １頭につき ２，０８０円 

その他 市長がその都度定める額 

その他の一

般廃棄物 

（略） （略） 

上記以外の一般廃棄物   

１ 搬入量が３５０キログ

ラム以下のとき。 

１，５６０円。ただし、市内

に住所を有する者が自ら搬入

するときは、当該手数料を免

除する。 

２ 搬入量が３５０キログ

ラムを超え４００キログ

ラム以下のとき。 

１，５６０円 

３ 搬入量が４００キログ

ラムを超えるとき。 

１，５６０円に１００キログ

ラムにつき５１０円を加算し

た額。ただし、１００キログ

ラム未満の端数があるときは、

１００キログラムとみなす。 
 

種類 区分 手数料の額 

動物の死体 犬及び猫 １頭につき ２，０５０円 

その他 市長がその都度定める額 

その他の一

般廃棄物 

（略） （略） 

上記以外の一般廃棄物   

１ 搬入量が３５０キログ

ラム以下のとき。 

１，５４０円。ただし、市内

に住所を有する者が自ら搬入

するときは、当該手数料を免

除する。 

２ 搬入量が３５０キログ

ラムを超え４００キログ

ラム以下のとき。 

１，５４０円 

３ 搬入量が４００キログ

ラムを超えるとき。 

１，５４０円に１００キログ

ラムにつき５１０円を加算し

た額。ただし、１００キログ

ラム未満の端数があるときは、

１００キログラムとみなす。 
 

備考 （略） 備考 （略） 
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別表第３（第２５条関係） 別表第３（第２５条関係） 

産業廃棄物の処理に要する費用 

搬入量１０キログラムにつき３８０円。ただし、当該搬入量が１０キログ

ラム未満のときは１０キログラムとし、１０キログラムを超え１０キログ

ラム未満の端数があるときはその端数を四捨五入する。 
 

産業廃棄物の処理に要する費用 

搬入量１０キログラムにつき３７０円。ただし、当該搬入量が１０キログ

ラム未満のときは１０キログラムとし、１０キログラムを超え１０キログ

ラム未満の端数があるときはその端数を四捨五入する。 
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亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第１０条関係） 

（亀山市文化会館条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第１３条関係） 別表（第１３条関係） 

会館利用料金 会館利用料金 

１ 基本利用料金 １ 基本利用料金 

種別＼区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後４時

３０分まで 

午後５時

３０分から

午後９時

３０分まで 

午前９時か

ら午後９時

３０分まで 

ホール 平日 １１，０００

円 

１６，５００

円 

２３，１００

円 

４８，４００

円 

日曜日、土曜日

及び国民の祝日

に関する法律

（昭和２３年法

律第１７８号）

に規定する休日 

１４，３００

円 

２０，９００

円 

２９，７００

円 

６０，５００

円 

楽屋 ５３０円 ５３０円 ５３０円 １，６１０

円 

リハーサル室 １，１００ １，１００ １，１００ ３，３００ 
 

種別＼区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後４時

３０分まで 

午後５時

３０分から

午後９時

３０分まで 

午前９時か

ら午後９時

３０分まで 

ホール 平日 １０，８００

円 

１６，２００

円 

２２，６８０

円 

４７，５２０

円 

日曜日、土曜日

及び国民の祝日

に関する法律

（昭和２３年法

律第１７８号）

に規定する休日 

１４，０４０

円 

２０，５２０

円 

２９，１６０

円 

５９，４００

円 

楽屋 ５３０円 ５３０円 ５３０円 １，５９０

円 

リハーサル室 １，０８０ １，０８０ １，０８０ ３，２４０ 
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 円 円 円 円 

ホワイエ １，６１０

円 

１，６１０

円 

１，６１０

円 

４，４００

円 

会議室（備付け

の机及び椅子を

含む。） 

全室利

用 

５，５００

円 

６，６００

円 

７，７００

円 

１６，５００

円 

区分利

用 

３，３００

円 

３，８３０

円 

４，４００

円 

９，９００

円 
 

 円 円 円 円 

ホワイエ １，５９０

円 

１，５９０

円 

１，５９０

円 

４，３２０

円 

会議室（備付け

の机及び椅子を

含む。） 

全室利

用 

５，４００

円 

６，４８０

円 

７，５６０

円 

１６，２００

円 

区分利

用 

３，２４０

円 

３，７７０

円 

４，３２０

円 

９，７２０

円 
 

備考 （略） 備考 （略） 

２ 冷暖房利用料金 ２ 冷暖房利用料金 

区分 利用料金 

ホール 冷房 ９，９００円 

暖房 ７，７００円 

楽屋 ５３０円 

リハーサル室 １，１００円 

会議室 全室利用 ４，４００円 

区分利用 ２，２００円 
 

区分 利用料金 

ホール 冷房 ９，７２０円 

暖房 ７，５６０円 

楽屋 ５３０円 

リハーサル室 １，０８０円 

会議室 全室利用 ４，３２０円 

区分利用 ２，１６０円 
 

備考 （略） 備考 （略） 

３ 附属器具利用料金 ３ 附属器具利用料金 

種別 品名 単位 利用料金 摘要 

舞台

設備 

所作台 １式 ４，４００円   

花道所作台 １式 １，６３０円   
 

種別 品名 単位 利用料金 摘要 

舞台

設備 

所作台 １式 ４，３２０円   

花道所作台 １式 １，６１０円   
 



 

 

29 29 29 

 （略） （略） （略） （略）  

音響反射板 １式 ４，４００円   

松羽目 １式 １，６３０円   

竹羽目 １式 １，６３０円   

金屏風 １式 １，６３０円   

紗幕 １張 １，１００円   

浅黄幕 １張 １，１００円   

紅白幕 １張 １，１００円   

（略） （略） （略） （略） 

地がすり １式 １，１００円   

大太鼓 １式 ７６０円   

ドライアイスマシン １式 １，６３０円   

鳥居囲い １式 １，１００円   

（略） （略） （略） （略） 

銀屏風 １式 １，６３０円   

振り落し装置 １式 １，１００円   

楽器 ピアノ（外国製）フルコンサー

ト 

１台 ９，９００円 調律料

を含ま

ない。 

ピアノ（国産）フルコンサート １台 ５，５００円 調律料

を含ま

ない。 
 

 （略） （略） （略） （略）  

音響反射板 １式 ４，３２０円   

松羽目 １式 １，６１０円   

竹羽目 １式 １，６１０円   

金屏風 １式 １，６１０円   

紗幕 １張 １，０８０円   

浅黄幕 １張 １，０８０円   

紅白幕 １張 １，０８０円   

（略） （略） （略） （略） 

地がすり １式 １，０８０円   

大太鼓 １式 ７５０円   

ドライアイスマシン １式 １，６１０円   

鳥居囲い １式 １，０８０円   

（略） （略） （略） （略） 

銀屏風 １式 １，６１０円   

振り落し装置 １式 １，０８０円   

楽器 ピアノ（外国製）フルコンサー

ト 

１台 ９，７２０円 調律料

を含ま

ない。 

ピアノ（国産）フルコンサート １台 ５，４００円 調律料

を含ま

ない。 
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 ピアノ（国産）アップライト １台 １，１００円 調律料

を含ま

ない。 

照明

設備 

（略） （略） （略） （略） 

センターピンスポットライト １台 １，１００円 ２KWク

セノン 

（略） （略） （略） （略） 

ピンスポットライト １台 １，１００円 ２KWク

セノン 

（略） （略） （略） （略） 

星球 １式 １，１００円   

ブラステートカラー １式 １，１００円   

（略） （略） （略） （略） 

音響

設備 

（略） （略） （略） （略） 

ワイヤレスマイク １本 １，１００円   

３点吊マイク装置 １式 １，１００円   

エレベーターマイク １式 ７６０円   

ステージスピーカー １式 ８７０円   

移動用はね返りスピーカー １式 ８７０円   

（略） （略） （略） （略） 

ワンポイントステレオマイク １式 １，１００円   

（略） （略） （略） （略） 
 

 ピアノ（国産）アップライト １台 １，０８０円 調律料

を含ま

ない。 

照明

設備 

（略） （略） （略） （略） 

センターピンスポットライト １台 １，０８０円 ２KWク

セノン 

（略） （略） （略） （略） 

ピンスポットライト １台 １，０８０円 ２KWク

セノン 

（略） （略） （略） （略） 

星球 １式 １，０８０円   

ブラステートカラー １式 １，０８０円   

（略） （略） （略） （略） 

音響

設備 

（略） （略） （略） （略） 

ワイヤレスマイク １本 １，０８０円   

３点吊マイク装置 １式 １，０８０円   

エレベーターマイク １式 ７５０円   

ステージスピーカー １式 ８６０円   

移動用はね返りスピーカー １式 ８６０円   

（略） （略） （略） （略） 

ワンポイントステレオマイク １式 １，０８０円   

（略） （略） （略） （略） 
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その

他 

映写機１６mm １台 ３，３００円 スクリ

ーン付 

（略） （略） （略） （略） 

パンチカーペット １式 １，６３０円   

ビニールマット １式 １，６３０円   

（略） （略） （略） （略） 

移動用プロジェクター １台 １，１００円   

（略） （略） （略） （略） 

常設プロジェクター １台 １１，０００

円 

  

３００型スクリーン １台 １，１００円   

（略） （略） （略） （略） 
 

その

他 

映写機１６mm １台 ３，２４０円 スクリ

ーン付 

（略） （略） （略） （略） 

パンチカーペット １式 １，６１０円   

ビニールマット １式 １，６１０円   

（略） （略） （略） （略） 

移動用プロジェクター １台 １，０８０円   

（略） （略） （略） （略） 

常設プロジェクター １台 １０，８００

円 

  

３００型スクリーン １台 １，０８０円   

（略） （略） （略） （略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 
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亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第１１条関係） 

（亀山市関文化交流センター条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

区分 使用料 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後４時

まで 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時か

ら午後４時

３０分まで 

午前９時か

ら午後９時

まで 

多目的ホ

ール 

５，２３０円 

（１，８８０

円） 

５，２３０円 

（１，８８０

円） 

５，７５０円 

（２，０８０

円） 

８，３７０円 

（２，９２０

円） 

１０，４７０

円 

（３，６５０

円） 

ロビー兼

展示室 

４，１８０円 

（１，４５０

円） 

４，１８０円 

（１，４５０

円） 

４，７００円 

（１，６７０

円） 

６，２８０円 

（２，２００

円） 

８，３７０円 

（２，９２０

円） 

料理教室 １，５６０円 

（６２０円） 

１，５６０円 

（６２０円） 

１，９８０円 

（７２０円） 

２，８２０円 

（１，０３０

円） 

３，９７０円 

（１，４５０

円） 

老人いこ

い室 

１，０３０円 

（４１０円） 

１，０３０円 

（４１０円） 

１，２５０円 

（５１０円） 

１，８８０円 

（７２０円） 

２，６１０円 

（９３０円） 

老人対話

室 

１，０３０円 

（４１０円） 

１，０３０円 

（４１０円） 

１，２５０円 

（５１０円） 

１，８８０円 

（７２０円） 

２，６１０円 

（９３０円） 
 

区分 使用料 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後４時

まで 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時か

ら午後４時

３０分まで 

午前９時か

ら午後９時

まで 

多目的ホ

ール 

５，１４０円 

（１，８５０

円） 

５，１４０円 

（１，８５０

円） 

５，６５０円 

（２，０５０

円） 

８，２２０円 

（２，８７０

円） 

１０，２８０

円 

（３，５９０

円） 

ロビー兼

展示室 

４，１１０円 

（１，４３０

円） 

４，１１０円 

（１，４３０

円） 

４，６２０円 

（１，６４０

円） 

６，１７０円 

（２，１６０

円） 

８，２２０円 

（２，８７０

円） 

料理教室 １，５４０円 

（６１０円） 

１，５４０円 

（６１０円） 

１，９５０円 

（７１０円） 

２，７７０円 

（１，０２０

円） 

３，９００円 

（１，４３０

円） 

老人いこ

い室 

１，０２０円 

（４１０円） 

１，０２０円 

（４１０円） 

１，２３０円 

（５１０円） 

１，８５０円 

（７１０円） 

２，５７０円 

（９２０円） 

老人対話

室 

１，０２０円 

（４１０円） 

１，０２０円 

（４１０円） 

１，２３０円 

（５１０円） 

１，８５０円 

（７１０円） 

２，５７０円 

（９２０円） 
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和室 １，０３０円 

（４１０円） 

１，０３０円 

（４１０円） 

１，２５０円 

（５１０円） 

１，５６０円 

（６２０円） 

２，０８０円 

（７２０円） 

研修室

（１） 

１，０３０円 

（４１０円） 

１，０３０円 

（４１０円） 

１，２５０円 

（５１０円） 

１，８８０円 

（７２０円） 

２，６１０円 

（９３０円） 

研修室

（２） 

８３０円 

（３００円） 

８３０円 

（３００円） 

１，０３０円 

（４１０円） 

１，５６０円 

（６２０円） 

２，０８０円 

（７２０円） 

会議室

（１） 

１，０３０円 

（４１０円） 

１，０３０円 

（４１０円） 

１，２５０円 

（５１０円） 

１，８８０円 

（７２０円） 

２，６１０円 

（９３０円） 

会議室

（２） 

８３０円 

（３００円） 

８３０円 

（３００円） 

１，０３０円 

（４１０円） 

１，５６０円 

（６２０円） 

２，０８０円 

（７２０円） 

会議室

（１）及び

（２） 

１，５６０円 

（６２０円） 

１，５６０円 

（６２０円） 

１，８８０円 

（７２０円） 

２，６１０円 

（９３０円） 

３，１３０円 

（１，１５０

円） 
 

和室 １，０２０円 

（４１０円） 

１，０２０円 

（４１０円） 

１，２３０円 

（５１０円） 

１，５４０円 

（６１０円） 

２，０５０円 

（７１０円） 

研修室

（１） 

１，０２０円 

（４１０円） 

１，０２０円 

（４１０円） 

１，２３０円 

（５１０円） 

１，８５０円 

（７１０円） 

２，５７０円 

（９２０円） 

研修室

（２） 

８２０円 

（３００円） 

８２０円 

（３００円） 

１，０２０円 

（４１０円） 

１，５４０円 

（６１０円） 

２，０５０円 

（７１０円） 

会議室

（１） 

１，０２０円 

（４１０円） 

１，０２０円 

（４１０円） 

１，２３０円 

（５１０円） 

１，８５０円 

（７１０円） 

２，５７０円 

（９２０円） 

会議室

（２） 

８２０円 

（３００円） 

８２０円 

（３００円） 

１，０２０円 

（４１０円） 

１，５４０円 

（６１０円） 

２，０５０円 

（７１０円） 

会議室

（１）及び

（２） 

１，５４０円 

（６１０円） 

１，５４０円 

（６１０円） 

１，８５０円 

（７１０円） 

２，５７０円 

（９２０円） 

３，０８０円 

（１，１３０

円） 
 

備考 （略） 備考 （略） 
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亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第１２条関係） 

（亀山市中央コミュニティセンター条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表第１（第１２条関係） 別表第１（第１２条関係） 

コミュニティセンター利用料金 コミュニティセンター利用料金 

１ 基本利用料金 １ 基本利用料金 

種別＼区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後４時

３０分まで 

午後５時３

０分から午

後９時３０

分まで 

午前９時か

ら午後９時

３０分まで 

全室

利用 

平日 ４，４００円 ５，５００円 ６，６００円 １３，２００

円 

日曜日、土曜日

及び国民の祝日

に関する法律

（昭和２３年法

律第１７８号）

に規定する休日

（以下「祝日法

による休日」と

いう。） 

５，５００円 ６，６００円 ８，８００円 １７，６００

円 

 

種別＼区分 午前 午後 夜間 全日 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後４時

３０分まで 

午後５時３

０分から午

後９時３０

分まで 

午前９時か

ら午後９時

３０分まで 

全室

利用 

平日 ４，３２０円 ５，４００円 ６，４８０円 １２，９６０

円 

日曜日、土曜日

及び国民の祝日

に関する法律

（昭和２３年法

律第１７８号）

に規定する休日

（以下「祝日法

による休日」と

いう。） 

５，４００円 ６，４８０円 ８，６４０円 １７，２８０

円 
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区分

利用 

平日 １，５１０円 １，８６０円 ２，３００円 ４，４００円 

日曜日、土曜日

及び祝日法によ

る休日 

１，８６０円 ２，３００円 ２，９６０円 ６，０３０円 

 

区分

利用 

平日 １，４９０円 １，８３０円 ２，２６０円 ４，３２０円 

日曜日、土曜日

及び祝日法によ

る休日 

１，８３０円 ２，２６０円 ２，９１０円 ５，９３０円 

 

備考 （略） 備考 （略） 

２ 冷暖房利用料金 ２ 冷暖房利用料金 

区分 利用料金 

全室利用 冷房 ５，５００円 

暖房 ４，４００円 

区分利用 冷房 １，６３０円 

暖房 １，１００円 
 

区分 利用料金 

全室利用 冷房 ５，４００円 

暖房 ４，３２０円 

区分利用 冷房 １，６１０円 

暖房 １，０８０円 
 

備考 （略） 備考 （略） 

３ 附属器具利用料金 

品名 単位 利用料金 

ピアノGⅢ １台 ３，３００円 

（略） （略） （略） 

ドラムセット １式 ８７０円 

映写機１６mm １式 １，１００円 

（略） （略） （略） 

ワイヤレスマイク １本 １，１００円 

（略） （略） （略） 
 

３ 附属器具利用料金 

品名 単位 利用料金 

ピアノGⅢ １台 ３，２４０円 

（略） （略） （略） 

ドラムセット １式 ８６０円 

映写機１６mm １式 １，０８０円 

（略） （略） （略） 

ワイヤレスマイク １本 １，０８０円 

（略） （略） （略） 
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プラステートカラー １式 １，１００円 

はね返りスピーカー １式 １，１００円 

（略） （略） （略） 

パンチカーペット １式 １，６３０円 

ビニールマット １式 １，６３０円 

（略） （略） （略） 

ビデオプロジェクター １台 １，６３０円 
 

プラステートカラー １式 １，０８０円 

はね返りスピーカー １式 １，０８０円 

（略） （略） （略） 

パンチカーペット １式 １，６１０円 

ビニールマット １式 １，６１０円 

（略） （略） （略） 

ビデオプロジェクター １台 １，６１０円 
 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第２（第１９条関係） 別表第２（第１９条関係） 

喫茶コーナー利用料金 喫茶コーナー利用料金 

区分 利用料金 

喫茶コーナー 月額 ５２，３７０円 
 

区分 利用料金 

喫茶コーナー 月額 ５１，４２０円 
 

備考 （略） 備考 （略） 

 



 

 

37 37 37 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第１３条関係） 

（亀山市地区コミュニティセンター条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（使用料） （使用料） 

第１２条 センターの使用料は、市民又は市内の公益団体がセンターの

設置目的のために使用する場合であって市長が認めたときは、無料と

する。ただし、市民以外の者が使用する場合又は収益を目的として使

用する場合は、次の表に定める使用料を前納しなければならない。 

第１２条 センターの使用料は、市民又は市内の公益団体がセンターの

設置目的のために使用する場合であって市長が認めたときは、無料と

する。ただし、市民以外の者が使用する場合又は収益を目的として使

用する場合は、次の表に定める使用料を前納しなければならない。 

区分 使用料 

午前８時３０

分から正午ま

で 

正午から午後

５時まで 

午後５時から

午後１０時ま

で 

午前８時３０

分から午後１０

時まで 

集会室 ９７０円 １，６３０円 ３，３００円 ４，９３０円 

和室 ９７０円 １，６３０円 ３，３００円 ４，９３０円 

調理室 ９７０円 １，６３０円 ３，３００円 ４，９３０円 
 

区分 使用料 

午前８時３０

分から正午ま

で 

正午から午後

５時まで 

午後５時から

午後１０時ま

で 

午前８時３０

分から午後１０

時まで 

集会室 ９６０円 １，６１０円 ３，２４０円 ４，８５０円 

和室 ９６０円 １，６１０円 ３，２４０円 ４，８５０円 

調理室 ９６０円 １，６１０円 ３，２４０円 ４，８５０円 
 

 



 

 

38 38 38 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第１４条関係） 

（鈴鹿馬子唄会館条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第１２条関係） 別表（第１２条関係） 

区分 使用料 

午前９時から午後

１時まで 

午後１時から午後

５時まで 

午後５時から午後

９時まで 

ホール ４，１８０円 

（７２０円） 

４，１８０円 

（７２０円） 

４，１８０円 

（７２０円） 

会議室 １，４５０円 

（３００円） 

１，４５０円 

（３００円） 

１，４５０円 

（３００円） 

和室１ １，４５０円 

（３００円） 

１，４５０円 

（３００円） 

１，４５０円 

（３００円） 

和室２ １，４５０円 

（３００円） 

１，４５０円 

（３００円） 

１，４５０円 

（３００円） 
 

区分 使用料 

午前９時から午後

１時まで 

午後１時から午後

５時まで 

午後５時から午後

９時まで 

ホール ４，１１０円 

（７１０円） 

４，１１０円 

（７１０円） 

４，１１０円 

（７１０円） 

会議室 １，４３０円 

（３００円） 

１，４３０円 

（３００円） 

１，４３０円 

（３００円） 

和室１ １，４３０円 

（３００円） 

１，４３０円 

（３００円） 

１，４３０円 

（３００円） 

和室２ １，４３０円 

（３００円） 

１，４３０円 

（３００円） 

１，４３０円 

（３００円） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

 



 

 

39 39 39 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第１５条関係） 

（亀山市関町北部ふれあい交流センター条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

区分 使用料 

午前９時から午

後１時まで 

午後１時から午

後５時まで 

午後５時３０分か

ら午後９時３０分

まで 

１階イベントホ

ール 

４，１８０円 

（７２０円） 

４，１８０円 

（７２０円） 

４，１８０円 

（７２０円） 

１階調理実習室 １，０３０円 

（１００円） 

１，０３０円 

（１００円） 

１，０３０円 

（１００円） 

２階会議室 ２，０８０円 

（３００円） 

２，０８０円 

（３００円） 

２，０８０円 

（３００円） 

２階和室 ２，０８０円 

（３００円） 

２，０８０円 

（３００円） 

２，０８０円 

（３００円） 
 

区分 使用料 

午前９時から午

後１時まで 

午後１時から午

後５時まで 

午後５時３０分か

ら午後９時３０分

まで 

１階イベントホ

ール 

４，１１０円 

（７１０円） 

４，１１０円 

（７１０円） 

４，１１０円 

（７１０円） 

１階調理実習室 １，０２０円 

（１００円） 

１，０２０円 

（１００円） 

１，０２０円 

（１００円） 

２階会議室 ２，０５０円 

（３００円） 

２，０５０円 

（３００円） 

２，０５０円 

（３００円） 

２階和室 ２，０５０円 

（３００円） 

２，０５０円 

（３００円） 

２，０５０円 

（３００円） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

 



 

 

40 40 40 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第１６条関係） 

（亀山市石水渓キャンプ場施設条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第１２条関係） 別表（第１２条関係） 

種目 利用区分 単位 利用料金 

バンガロー

施設 

午後４時から翌日午前９

時まで 

１人 １，１００円 

（５３０円） 

（略） （略） （略） 

テント村 午後４時から翌日午前９

時まで 

１ブロック ６，６００円 

（３，３００円） 

貸切り ２２，０００円 

（１１，０００円） 

午前１０時から午後３時

まで 

１団体 ４，４００円 

（２，２００円） 

屋内研修施

設 

午後４時から翌日午前９

時まで 

１室 ２２，０００円 

（１１，０００円） 

貸切り ５５，０００円 

（２７，５００円） 

午前１０時から午後３時

まで 

１室 １３，２００円 

（６，６００円） 

貸切り ３３，０００円 

（１６，５００円） 
 

種目 利用区分 単位 利用料金 

バンガロー

施設 

午後４時から翌日午前９

時まで 

１人 １，０８０円 

（５３０円） 

（略） （略） （略） 

テント村 午後４時から翌日午前９

時まで 

１ブロック ６，４８０円 

（３，２４０円） 

貸切り ２１，６００円 

（１０，８００円） 

午前１０時から午後３時

まで 

１団体 ４，３２０円 

（２，１６０円） 

屋内研修施

設 

午後４時から翌日午前９

時まで 

１室 ２１，６００円 

（１０，８００円） 

貸切り ５４，０００円 

（２７，０００円） 

午前１０時から午後３時

まで 

１室 １２，９６０円 

（６，４８０円） 

貸切り ３２，４００円 

（１６，２００円） 
 



 

 

41 41 41 

備考 （略） 備考 （略） 

 



 

 

42 42 42 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第１７条関係） 

（亀山市農業集落排水処理施設条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表第２（第１１条関係） 別表第２（第１１条関係） 

区分 月額使用料（１戸当たり） 

一般家庭 基本料金 ２，２００円 

人数割料金 １人につき ５５０円 

一般家庭

以外 

基本料金 ２，２００円 

人数割料金 処理対象人員１人につき ５５０円 
 

区分 月額使用料（１戸当たり） 

一般家庭 基本料金 ２，１６０円 

人数割料金 １人につき ５４０円 

一般家庭

以外 

基本料金 ２，１６０円 

人数割料金 処理対象人員１人につき ５４０円 
 

備考 （略） 備考 （略） 

 



 

 

43 43 43 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第１８条関係） 

（亀山市林業総合センター条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

区分 使用料 

午前９時から午後

１時まで 

午後１時から午後

５時まで 

午後５時３０分か

ら午後９時３０分

まで 

大研修室及び

中会議室 

２，０８０円 

（７２０円） 

２，０８０円 

（７２０円） 

２，０８０円 

（７２０円） 

大研修室 １，３５０円 

（７２０円） 

１，３５０円 

（７２０円） 

１，３５０円 

（７２０円） 

中会議室 ８３０円 

（４１０円） 

８３０円 

（４１０円） 

８３０円 

（４１０円） 

小会議室 ７２０円 

（３００円） 

７２０円 

（３００円） 

７２０円 

（３００円） 

特産加工室 １，０３０円 

（５１０円） 

１，０３０円 

（５１０円） 

１，０３０円 

（５１０円） 

和室 ７２０円 

（３００円） 

７２０円 

（３００円） 

７２０円 

（３００円） 

 備考 （略） 

区分 使用料 

午前９時から午後

１時まで 

午後１時から午後

５時まで 

午後５時３０分か

ら午後９時３０分

まで 

大研修室及び

中会議室 

２，０５０円 

（７１０円） 

２，０５０円 

（７１０円） 

２，０５０円 

（７１０円） 

大研修室 １，３３０円 

（７１０円） 

１，３３０円 

（７１０円） 

１，３３０円 

（７１０円） 

中会議室 ８２０円 

（４１０円） 

８２０円 

（４１０円） 

８２０円 

（４１０円） 

小会議室 ７１０円 

（３００円） 

７１０円 

（３００円） 

７１０円 

（３００円） 

特産加工室 １，０２０円 

（５１０円） 

１，０２０円 

（５１０円） 

１，０２０円 

（５１０円） 

和室 ７１０円 

（３００円） 

７１０円 

（３００円） 

７１０円 

（３００円） 

備考 （略） 

  



 

 

44 44 44 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第１９条関係） 

（亀山市都市公園条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表第２（第１６条関係） 別表第２（第１６条関係） 

区分 単位 使用料 

（略） （略） （略） 

都市公園

内におい

て行為を

する場合 

（略） （略） （略） 

業として映画を撮影する場

合 

１日 １，１００円 

（略） （略） （略） 
 

区分 単位 使用料 

（略） （略） （略） 

都市公園

内におい

て行為を

する場合 

（略） （略） （略） 

業として映画を撮影する場

合 

１日 １，０８０円 

（略） （略） （略） 
 

 



 

 

45 45 45 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第２０条関係） 

（亀山市公共下水道条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表第３（第２５条関係） 

基本使用料金 従量使用料金 

汚水の量 料金 汚水の量 料金（１立方メート

ルにつき） 

１０立方

メートル

まで 

９９０円 １０立方メートルを超え２０

立方メートルまで 

１４８円 

２０立方メートルを超え３０

立方メートルまで 

１６５円 

３０立方メートルを超え５０

立方メートルまで 

１８７円 

５０立方メートルを超え１００

立方メートルまで 

２１４円 

１００立方メートルを超え

５００立方メートルまで 

２４７円 

５００立方メートルを超える

もの 

２８０円 

 

別表第３（第２５条関係） 

基本使用料金 従量使用料金 

汚水の量 料金 汚水の量 料金（１立方メート

ルにつき） 

１０立方

メートル

まで 

９７２円 １０立方メートルを超え２０

立方メートルまで 

１４５円 

２０立方メートルを超え３０

立方メートルまで 

１６２円 

３０立方メートルを超え５０

立方メートルまで 

１８３円 

５０立方メートルを超え１００

立方メートルまで 

２１０円 

１００立方メートルを超え

５００立方メートルまで 

２４３円 

５００立方メートルを超える

もの 

２７５円 

 

 



 

 

46 46 46 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第２１条関係） 

（亀山市道路占用料徴収条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（占用料の額） （占用料の額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

第６条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料

の額は、前項本文の規定により算定した額（その額が１００円に満た

ない場合にあっては、括弧書により１００円とする前の額）に１００

分の１１０を乗じて得た額（その額が１００円に満たない場合にあっ

ては、１００円）とする。ただし、前項ただし書により算定すること

となる場合にあっては、各年度の占用料の額に１００分の１１０を乗

じて得た額（その額が１００円に満たない場合にあっては、１００円）

の合計額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

第６条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料

の額は、前項本文の規定により算定した額（その額が１００円に満た

ない場合にあっては、括弧書により１００円とする前の額）に１００

分の１０８を乗じて得た額（その額が１００円に満たない場合にあっ

ては、１００円）とする。ただし、前項ただし書により算定すること

となる場合にあっては、各年度の占用料の額に１００分の１０８を乗

じて得た額（その額が１００円に満たない場合にあっては、１００円）

の合計額とする。 

 



 

 

47 47 47 

亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第２２条関係） 

（亀山市水道事業給水条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表第１（第３２条関係） 別表第１（第３２条関係） 
 

種別 料率 

 

用途 

基本料金（１月につき） 超過料金 

（１立方メ

ートルにつ

き） 

摘要 

メーター

口径 

水量 料金 

専用 一般用 １３ミリ

メートル 

５立方メ

ートルま

で 

７２６円 ６立方メー

トルから１０

立方メート

ルまで 

１００円 

１１立方メ

ートルから

２０立方メ

ートルまで 

１１３円 

２１立方メ

ートルから

３０立方メ

ートルまで 

  

２０ミリ

メートル 

９６８円 

２５ミリ

メートル 

１，４４１円 

３０ミリ

メートル 

２，４４２円 

４０ミリ

メートル 

５，２５８円 

５０ミリ

メートル 

９，１４１円 

７５ミリ

メートル 

１２，６７２円 

 

 

種別 料率 

 

用途 

基本料金（１月につき） 超過料金 

（１立方メ

ートルにつ

き） 

摘要 

メーター

口径 

水量 料金 

専用 一般用 １３ミリ

メートル 

５立方メ

ートルま

で 

７１２円 ６立方メー

トルから１０

立方メート

ルまで 

９８円 

１１立方メ

ートルから

２０立方メ

ートルまで 

１１１円 

２１立方メ

ートルから

３０立方メ

ートルまで 

  

２０ミリ

メートル 

９５０円 

２５ミリ

メートル 

１，４１４円 

３０ミリ

メートル 

２，３９７円 

４０ミリ

メートル 

５，１６２円 

５０ミリ

メートル 

８，９７４円 

７５ミリ

メートル 

１２，４４１円 
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  １００ミ

リメート

ル 

 ２１，９４５円 １１６円 

３１立方メ

ートルから

５０立方メ

ートルまで 

１１８円 

５１立方メ

ートルから

１００立方

メートルま

で 

１４５円 

１０１立方

メートルか

ら２００立

方メートル

まで 

１７７円 

２０１立方

メートル以

上 

１８１円 

 

１５０ミ

リメート

ル 

５０，６９９円 

２００ミ

リメート

ル 

８６，３９４円 

浴場用   ３０立方 ２，８３８円 ５２円 
 

 
  １００ミ

リメート

ル 

 ２１，５４６円 １１４円 

３１立方メ

ートルから

５０立方メ

ートルまで 

１１６円 

５１立方メ

ートルから

１００立方

メートルま

で 

１４２円 

１０１立方

メートルか

ら２００立

方メートル

まで 

１７３円 

２０１立方

メートル以

上 

１７８円 

 

１５０ミ

リメート

ル 

４９，７７７円 

２００ミ

リメート

ル 

８４，８２３円 

浴場用   ３０立方 ２，７８６円 ５１円 
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    メートル

まで 

   

共用   １３ミリ

メートル 

５立方メ

ートルま

で 

７２６円 ６立方メー

トルから１０

立方メート

ルまで 

１００円 

１１立方メ

ートルから

２０立方メ

ートルまで 

１１３円 

２１立方メ

ートルから

３０立方メ

ートルまで 

１１６円 

３１立方メ

ートルから

５０立方メ

ートルまで 

１１８円 

５１立方メ 

２０ミリ

メートル 

９６８円 

２５ミリ

メートル 

１，４４１円 

３０ミリ

メートル 

２，４４２円 

 

 
    メートル

まで 

   

共用   １３ミリ

メートル 

５立方メ

ートルま

で 

７１２円 ６立方メー

トルから１０

立方メート

ルまで 

９８円 

１１立方メ

ートルから

２０立方メ

ートルまで 

１１１円 

２１立方メ

ートルから

３０立方メ

ートルまで 

１１４円 

３１立方メ

ートルから

５０立方メ

ートルまで 

１１６円 

５１立方メ 

２０ミリ

メートル 

９５０円 

２５ミリ

メートル 

１，４１４円 

３０ミリ

メートル 

２，３９７円 
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      ートルから

１００立方

メートルま

で 

１４５円 

１０１立方

メートルか

ら２００立

方メートル

まで 

１７７円 

２０１立方

メートル以

上 

１８１円 

 

特設 公衆用   １栓につ

き 

１，１００円     

工事用 

・臨時

用 

２０立方

メートル

まで 

６，６００円 ３３０円   

消火栓 演習用   １演習に

つき 

１，１００円   １回の

演習時

間は３０ 
 

 

     ートルから

１００立方

メートルま

で 

１４２円 

１０１立方

メートルか

ら２００立

方メートル

まで 

１７３円 

２０１立方

メートル以

上 

１７８円 

 

特設 公衆用   １栓につ

き 

１，０８０円     

工事用 

・臨時

用 

２０立方

メートル

まで 

６，４８０円 ３２４円   

消火栓 演習用   １演習に

つき 

１，０８０円   １回の

演習時

間は３０ 
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        分以内

とする。 
 

 

       分以内

とする。 
 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第２（第３２条・第３４条関係） 別表第２（第３２条・第３４条関係） 
 

基本料金 

（１月につき） 

基本使用水量１立方メートルにつき２，８４９円 

使用料金 使用水量１立方メートルにつき４２円９０銭 

超過料金 超過水量１立方メートルにつき１９８円 
 

 

基本料金 

（１月につき） 

基本使用水量１立方メートルにつき２，７９７円２０

銭 

使用料金 使用水量１立方メートルにつき４２円１２銭 

超過料金 超過水量１立方メートルにつき１９４円４０銭 
 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第４（第３７条関係） 別表第４（第３７条関係） 
 

区分 加入金の額 

メーター口径１３ミリメートル ５０，６００円 

メーター口径２０ミリメートル １３２，０００円 

メーター口径２５ミリメートル ２２１，１００円 

メーター口径３０ミリメートル ３２７，８００円 

メーター口径４０ミリメートル ５９４，０００円 

メーター口径５０ミリメートル １，０３１，８００円 

メーター口径７５ミリメートル ２，４４６，４００円 

（略） （略） 
 

 

区分 加入金の額 

メーター口径１３ミリメートル ４９，６８０円 

メーター口径２０ミリメートル １２９，６００円 

メーター口径２５ミリメートル ２１７，０８０円 

メーター口径３０ミリメートル ３２１，８４０円 

メーター口径４０ミリメートル ５８３，２００円 

メーター口径５０ミリメートル １，０１３，０４０円 

メーター口径７５ミリメートル ２，４０１，９２０円 

（略） （略） 
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亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第２３条関係） 

（亀山市工業用水道事業給水条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（料金の算定） （料金の算定） 

第２５条 工業用水の料金（以下「料金」という。）は、次に掲げる基

本料金と超過料金との合計額（その額に１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。）とする。 

第２５条 工業用水の料金（以下「料金」という。）は、次に掲げる基

本料金と超過料金との合計額（その額に１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。）とする。 

（１）基本料金 基本使用水量にその月の日数を乗じて得た水量に１立

方メートルにつき、ア及びイに掲げる亀山市工業用水道事業に係る

工区に応じ、それぞれア及びイに定める金額を乗じて得た額 

（１）基本料金 基本使用水量にその月の日数を乗じて得た水量に１立

方メートルにつき、ア及びイに掲げる亀山市工業用水道事業に係る

工区に応じ、それぞれア及びイに定める金額を乗じて得た額 

ア 第１期工区（平成１９年３月３１日以前に第２２条の規定によ

り工業用水の使用を開始した区域をいう。次号において同じ。）

２９円３３銭 

ア 第１期工区（平成１９年３月３１日以前に第２２条の規定によ

り工業用水の使用を開始した区域をいう。次号において同じ。）

２８円８０銭 

イ 第２期工区（平成１９年４月１日以後に第２２条の規定により

工業用水の使用を開始した区域をいう。次号において同じ。） 

３６円４１銭 

イ 第２期工区（平成１９年４月１日以後に第２２条の規定により

工業用水の使用を開始した区域をいう。次号において同じ。） 

３５円７４銭 

（２）超過料金 前条第１項又は第２項の規定により算定又は認定をし

た超過使用水量に１立方メートルにつき、ア及びイに掲げる亀山市

工業用水道事業に係る工区に応じ、それぞれア及びイに定める金額

を乗じて得た額 

（２）超過料金 前条第１項又は第２項の規定により算定又は認定をし

た超過使用水量に１立方メートルにつき、ア及びイに掲げる亀山市

工業用水道事業に係る工区に応じ、それぞれア及びイに定める金額

を乗じて得た額 

ア 第１期工区 ２９円３３銭 ア 第１期工区 ２８円８０銭 
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イ 第２期工区 ３６円４１銭 イ 第２期工区 ３５円７４銭 

２ （略） ２ （略） 
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亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第２４条関係） 

（亀山市立医療センター使用料及び手数料条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 

１ 使用料 

別表（第２条関係） 

１ 使用料 

区分 単位 金額 

（略）  （略） 

個室の使

用に係る

もの 

地域包括ケ 

ア病床以外 

１日につき 個室南 ４，４００円 

個室北 ３，３００円 

地域包括ケ 

ア病床 

１日につき １，１００円 

健康保険法第６３条第

２項第４号及び高齢者

医療確保法第６４条第

２項第４号に規定する

選定療養に関し、厚生

労働大臣が定める方法

により計算した入院期

間が１８０日を超えた

日以後の入院に係るも

の 

１日につき 当該入院に係る厚生労働大

臣が定める点数に１００分

の１５を乗じた点数（その

点数に１点未満の端数があ

るときは、これを四捨五入

する。）に１０円を乗じて

得た額に１００分の１１０

を乗じて得た額 

（略）   （略） 
 

区分 単位 金額 

（略）  （略） 

個室の使

用に係る

もの 

地域包括ケ 

ア病床以外 

１日につき 個室南 ４，３２０円 

個室北 ３，２４０円 

地域包括ケ 

ア病床 

１日につき １，０８０円 

健康保険法第６３条第

２項第４号及び高齢者

医療確保法第６４条第

２項第４号に規定する

選定療養に関し、厚生

労働大臣が定める方法

により計算した入院期

間が１８０日を超えた

日以後の入院に係るも

の 

１日につき 当該入院に係る厚生労働大

臣が定める点数に１００分

の１５を乗じた点数（その

点数に１点未満の端数があ

るときは、これを四捨五入

する。）に１０円を乗じて

得た額に１００分の１０８

を乗じて得た額 

（略）   （略） 
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２ 手数料 

区分 単位 金額 

診断書 簡単なもの １通につき １,１００円以上 

複雑なもの １通につき ３,３００円以上 

死亡診断書 １通につき ３,３００円以上 

健康診断書 簡単なもの １通につき ２,２００円以上 

複雑なもの １通につき ３,３００円以上 

死体検案書 １通につき ５,５００円以上 

各種証明書 簡単なもの １通につき ２２０円以上 

複雑なもの １通につき １,１００円以上 
 

２ 手数料 

区分 単位 金額 

診断書 簡単なもの １通につき １,０８０円以上 

複雑なもの １通につき ３,２４０円以上 

死亡診断書 １通につき ３,２４０円以上 

健康診断書 簡単なもの １通につき ２,１６０円以上 

複雑なもの １通につき ３,２４０円以上 

死体検案書 １通につき ５,４００円以上 

各種証明書 簡単なもの １通につき ２１６円以上 

複雑なもの １通につき １,０８０円以上 
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亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第２５条関係） 

（亀山市勤労文化会館条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第１２条関係） 別表（第１２条関係） 

区分 利用料金（１室当たり） 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後５時から

午後９時まで 

午前９時から

午後９時まで 

大会議室 ２，３００円 ２，３００円 ２，３００円 ６，２８０円 

会議室 １，２５０円 １，２５０円 １，２５０円 ３，１３０円 

和室 １，２５０円 １，２５０円 １，２５０円 ３，１３０円 
 

区分 利用料金（１室当たり） 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後５時から

午後９時まで 

午前９時から

午後９時まで 

大会議室 ２，２６０円 ２，２６０円 ２，２６０円 ６，１７０円 

会議室 １，２３０円 １，２３０円 １，２３０円 ３，０８０円 

和室 １，２３０円 １，２３０円 １，２３０円 ３，０８０円 
 

備考 （略） 備考 （略） 
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亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（第２６条関係） 

（亀山市斎場条例の一部改正） 

改正後 改正前 

別表（第６条関係） 

施設 区分 単位 使用料 備考 

市内 市外 

（略） （略） （略） （略） （略）  

葬儀

場 

通夜

のみ 

式場（大） １回 ６２，８５０円 １８８，５６０

円 

午後４時か

ら翌日午前

１０時まで 式場（小） １回 ４７，１３０円 １４１，４２０

円 

告別

式の

み 

式場（大） １回 ５２，３７０円 １５７，１３０

円 

午前１０時

から午後３

時まで 式場（小） １回 ３６，６５０円 １１０，０００

円 

通夜

から

告別

式ま

で 

式場（大） １回 １０４，７５０

円 

３１４，２８０

円 

午後４時か

ら翌日午後

３時まで 式場（小） １回 ７３，３２０円 ２２０，０００

円 

焼却

施設 

小動

物 

収骨あり １匹 ８，８００円 ３１，４２０円  

収骨なし １匹 ４，４００円 
 

別表（第６条関係） 

施設 区分 単位 使用料 備考 

市内 市外 

（略） （略） （略） （略） （略）  

葬儀

場 

通夜

のみ 

式場（大） １回 ６１，７１０円 １８５，１４０

円 

午後４時か

ら翌日午前

１０時まで 式場（小） １回 ４６，２８０円 １３８，８５０

円 

告別

式の

み 

式場（大） １回 ５１，４２０円 １５４，２８０

円 

午前１０時

から午後３

時まで 式場（小） １回 ３５，９９０円 １０８，０００

円 

通夜

から

告別

式ま

で 

式場（大） １回 １０２，８５０

円 

３０８，５７０

円 

午後４時か

ら翌日午後

３時まで 式場（小） １回 ７１，９９０円 ２１６，０００

円 

焼却

施設 

小動

物 

収骨あり １匹 ８，６４０円 ３０，８５０円  

収骨なし １匹 ４，３２０円 
 



 

 

58 58 58 

 

 身体の一部、胞

衣等（１０キロ

グラムまで） 

１件 ４，４００円 ― １０キログ

ラムを超え

る量が５キ

ログラムま

でごとに

２，２００

円 
 

 身体の一部、胞

衣等（１０キロ

グラムまで） 

１件 ４，３２０円 ― １０キログ

ラムを超え

る量が５キ

ログラムま

でごとに

２，１６０

円 
 

備考 （略） 備考 （略） 

 



 

 

59 

亀山市基金条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（積立基金の名称等） （積立基金の名称等） 

第３条 市が設置する積立基金の名称及び設置目的は、次の表のとおり

とする。 

第３条 市が設置する積立基金の名称及び設置目的は、次の表のとおり

とする。 

名称 設置目的 

（略） （略） 

国民健康保険事業運

営基金     

国民健康保険事業における財政の健全な運営の

ための資金に充てるため 

（略） （略） 
 

名称 設置目的 

（略） （略） 

国民健康保険給付費

等支払準備基金 

国民健康保険事業における財政の健全な運営の

ための資金に充てるため 

（略） （略） 
 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 
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亀山市関宿伝統的建造物群保存地区資料館条例の一部を改正する条例新旧対照表（第１条関係） 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

関宿旅籠玉屋歴史資料館 亀山市関町中町４４４番地１ 

関まちなみ資料館 亀山市関町中町４８２番地 

関の山車会館 亀山市関町中町５３１番地 
 

名称 位置 

関宿旅籠玉屋歴史資料館 亀山市関町中町４４４番地１ 

関まちなみ資料館 亀山市関町中町４８２番地 
 

（事業） （事業） 

第３条 資料館で行う事業は、次のとおりとする。 第３条 資料館で行う事業は、次のとおりとする。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）関宿の歴史、文化、旅籠及び山車に関する資料の展示に関するこ

と。 

（２）関宿の歴史、文化及び旅籠   に関する資料の展示に関するこ

と。 

（３）歴史、文化、町並み保存及び山車に関する交流の場としての活用

に関すること。 

（３）歴史、文化及び町並み保存   に関する交流の場としての活用

に関すること。 

（４）（略） （４）（略） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

（離れ等の時間外使用）  

第５条 市長は、資料館の開館時間以外の時間において、資料館の設置

目的に反しない範囲で関の山車会館の離れ及び集会室（以下「離れ等」
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という。）を使用させることができる。 

２ 前項の規定による使用（以下「時間外使用」という。）をしようと

する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受

けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

 

３ 市長は、資料館の管理上必要があるときは、前項の許可（以下「時

間外使用の許可」という。）に必要な条件を付することができる。 

 

（時間外使用の制限）  

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、時間外使用の

許可を与えない。 

 

（１）営利を目的とした使用と認められるとき。  

（２）公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。  

（３）資料館の施設、附属設備、資料等（以下「施設等」という。）を

損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

 

（４）資料館の管理上支障があると認められるとき。  

（５）前各号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めると

き。 

 

 （目的外使用等の禁止）  

第７条 時間外使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、

許可を受けた目的以外に離れ等を使用し、又は使用する権利を譲渡し、

若しくは転貸してはならない。 

 

 （時間外使用の許可の取消し等）  



 

 

62 

第８条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その

時間外使用の許可を取り消し、時間外使用の中止を命じ、又は許可し

た事項を変更することができる。 

 

（１）偽りその他不正の行為により時間外使用の許可を受けたとき。  

（２）第４条の指示に違反したとき。  

（３）第５条第３項の規定により付された条件に違反したとき。  

（４）第６条各号のいずれかに該当するに至ったとき。  

（５）前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めたとき。  

２ 市は、前項の規定により時間外使用の許可を取り消し、時間外使用の

中止を命じ、又は許可した事項を変更した場合において、使用者に損害

が生じても、その責めを負わない。 

 

（入館料及び使用料の納付） （入館料     の納付） 

第９条 資料館に入館しようとする者は、別表第１に定める入館料を納

付しなければならない。 

第５条  資料館に入館しようとする者は、別表  に定める入館料を

納付しなければならない。 

２ 使用者は、別表第２に定める使用料を前納しなければならない。  

（入館料及び使用料の免除） （入館料          の免除） 

第１０条 市長は、特に必要があると認めたときは、入館料及び使用料

を免除することができる。 

第６条  市長は、特に必要があると認めたときは、入館料          

を免除することができる。 

（入館料及び使用料の還付） （入館料          の還付） 

第１１条 既納の入館料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が必

要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。 

第７条  既納の入館料          は、還付しない。ただし、市長が必

要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。 
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（入館の制限） （入館の制限） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館

を拒み、又は退館を命ずることができる。 

第８条  市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館

を拒み、又は退館を命ずることができる。 

（１）及び（２）（略） （１）及び（２）（略） 

（３）施設等                                                  を

損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者 

（３）資料館の施設、附属設備、資料等（以下「施設等」という。）を

損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者 

（４）（略） （４）（略） 

（特別の設備等）  

第１３条 使用者は、時間外使用に関し特別の設備をし、又は離れ等に

変更を加え、若しくは備付け以外の器具を持ち込んで使用しようとす

るときは、市長の許可を受けなければならない。 

 

（原状回復の義務）  

第１４条 使用者は、時間外使用が終了したとき又は第８条第１項の規

定により時間外使用の許可を取り消され、若しくは時間外使用の中止

を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。 

 

第１５条及び第１６条 （略） 第９条 及び第１０条 （略） 

 別表（第５条関係） 

 
区分 入館料 

 
一般 学生・生徒・児童 

個人 ３００円 ２００円 

団体 １人につき ２５０円 １人につき １５０円 
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備考 

１ 入館料とは、関宿旅籠玉屋歴史資料館及び関まちなみ資料館の２

館に入館する場合の入館料をいう。 

２ 団体とは、３０人以上のものをいう。 

別表第１（第９条関係）  

区分 入館料 

 
関宿旅籠玉屋歴史資

料館及び関まちなみ

資料館に入館する場

合 

関の山車会館に入館

する場合 

関宿旅籠玉屋歴史資

料館、関まちなみ資

料館及び関の山車会 

館に入館する場合 

 
一般 学生・生

徒・児童 

一般 学生・生

徒・児童 

一般 学生・生

徒・児童 

個人 ３００円 ２００円 ３００円 ２００円 ５００円 ３００円 

団体 １人につ

き２５０

円 

１人につ

き１５０

円 

１人につ

き２５０

円 

１人につ

き１５０

円 

１人につ

き４００

円 

１人につ

き２００

円 
 

 

備考  

団体とは、３０人以上のものをいう。  

別表第２（第９条関係）  

区分 使用料（午後５時から午後９時まで） 

離れ ７１０円 

集会室 ７１０円 
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備考  

冷暖房を使用する場合は、当該使用料に３００円を加算する。  
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亀山市関宿伝統的建造物群保存地区資料館条例の一部を改正する条例新旧対照表（第２条関係） 

改正後 改正前 

別表第２（第９条関係） 別表第２（第９条関係） 

区分 使用料（午後５時から午後９時まで） 

離れ ７２０円 

集会室 ７２０円 
 

区分 使用料（午後５時から午後９時まで） 

離れ ７１０円 

集会室 ７１０円 
 

備考 （略） 備考 （略） 
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鈴鹿峠自然の家条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

 １ 施設使用料 

区分 使用時間 単位 使用料 

（略） （略） （略） （略） 

会議室 午前９時から正午まで １室 ５１０円 

午後１時から午後５時まで １室 ５１０円 

午後６時から午後９時３０分まで １室 ５１０円 

 

 

 

 

   

（略） （略） （略） （略） 
 

区分 使用時間 単位 使用料 

（略） （略） （略） （略） 

会議室 午前９時から正午まで １室 ５１０円 

午後１時から午後５時まで １室 ５１０円 

午後６時から午後９時３０分まで １室 ５１０円 

プール 午前９時から午後４時３０分まで １人 １００円（小学

生未満の者が使

用する場合にあ

っては、無料） 

（略） （略） （略） （略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

 ２ 物品使用料 

 物品 単位 使用料 

テント（６人用） １張 ５１０円 
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亀山市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（助成の申請） （助成の申請） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、県内にある保険医療機関におい

て、受給資格者（６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間に

ある者に限る。）が医療を受けた場合、福祉医療費の助成を当該保険

医療機関に支払うことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、市内にある保険医療機関におい

て、受給資格者（６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間に

ある者に限る。）が医療を受けた場合、福祉医療費の助成を当該保険

医療機関に支払うことができる。 

３ （略） ３ （略） 
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亀山市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（保証人及び利率） （利率    ） 

第１４条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立て

ることができる。 

第１４条  

２ 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、  

    延滞の場合を除き、保証人を立てる場合は無利子とし、保証

人を立てない場合はその利率を年１．５パーセントとする。 

２ 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、そ

の利率を延滞の場合を除き年３パーセント            

                       とする。 

３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債

務を負担するものとし、その保証債務は、令第９条の違約金を包含す

るものとする。 

 

（償還等） （償還等） 

第１５条 災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還

とする。 

第１５条 災害援護資金の償還は、年賦償還又は半年賦償還     

とする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 償還免除    、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予につい

ては、法第１３条第１項及び令第８条から第１１条までの規定による

ものとする。 

３ 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予につい

ては、法第１３条第１項及び令第８条から第１２条までの規定による

ものとする。 
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亀山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主(前条第２項の世帯主を除く。)

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額      並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が５８万円を超える場合においては、基

礎課税額は、５８万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主(前条第２項の世帯主を除く。)

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が５４万円を超える場合においては、基

礎課税額は、５４万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所

得割額      並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が１９万円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、１９万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所

得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が１９万円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、１９万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者であ

る世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護

納付金課税被保険者につき算定した所得割額      並びに被保

険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算

額が１６万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、１６万

円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者であ

る世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護

納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保

険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算

額が１６万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、１６万

円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る所得割額） 
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第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に

係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第

３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得

金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に１００

分の６．５を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に

係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第

３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得

金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）に１００

分の５．８を乗じて算定する。                    

２ （略） ２ （略） 

  （国民健康保険の被保険者に係る資産割額） 

第４条 削除 第４条 第２条第２項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、

土地及び家屋に係る部分の額に１００分の１５を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額） （国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について

２万９，４００円とする。 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人について

２万７，６００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割

額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割

額） 

第７条 第２条第３項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得

に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．２を乗じて算定す

る。 

第７条 第２条第３項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得

に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分の１．６を乗じて算定す

る。 

  （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の資産割

額） 

第８条 削除 第８条 第２条第３項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、

土地及び家屋に係る部分の額に１００分の５を乗じて算定する。 
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（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額） 

第９条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について

１万８００円とする。 

第９条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人について

７，８００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別

平等割額） 

第１０条 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

第１０条 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１）特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ７，２００円 （１）特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６，０００円 

（２）特定世帯 ３，６００円 （２）特定世帯 ３，０００円 

（３）特定継続世帯 ５，４００円 （３）特定継続世帯 ４，５００円 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第１１条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る

基礎控除後の総所得金額等に１００分の１．７を乗じて算定する。 

第１１条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る

基礎控除後の総所得金額等に１００分の１．２を乗じて算定する。 

 （介護納付金課税被保険者に係る資産割額） 

第１２条 削除 第１２条 第２条第４項の資産割額は、介護納付金課税被保険者に係る

当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に

１００分の３を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第１３条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険

者１人について１万２００円とする。 

第１３条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険

者１人について７，２００円 とする。 
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（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） （介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額） 

第１４条 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について４，８００

円とする。 

第１４条 第２条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について４，２００

円とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２６条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

５８万円を超える場合には、５８万円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１９万円を超える場合には、１９万円）並びに同条第

４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が１６万円を超える場合には、１６万円）の

合算額とする。 

第２６条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

５４万円を超える場合には、５４万円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１９万円を超える場合には、１９万円）並びに同条第

４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が１６万円を超える場合には、１６万円）の

合算額とする。 

（１）法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、３３万円を超えない世帯に係る納税義務者 

（１）法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、３３万円を超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について

２０，５８０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について   

１９，３２０円 

イ （略） イ （略） 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について７，５６０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について５，４６０円 
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エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

（ア）特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５，０４０円 （ア）特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，２００円 

（イ）特定世帯 ２，５２０円 （イ）特定世帯 ２，１００円 

（ウ）特定継続世帯 ３，７８０円 （ウ）特定継続世帯 ３，１５０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について７，１４０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について５，０４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て３，３６０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て２，９４０円 

（２）法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２７

万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。） 

（２）法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２７

万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 

１４，７００円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について

１３，８００円 

イ （略） イ （略） 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について５，４００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について３，９００円 
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エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

（ア）特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３，６００円 （ア）特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３，０００円 

（イ）特定世帯 １，８００円 （イ）特定世帯 １，５００円 

（ウ）特定継続世帯 ２，７００円 （ウ）特定継続世帯 ２，２５０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について５，１００円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について３，６００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て２，４００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て２，１００円 

（３）法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５０

万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

当する者を除く。） 

（３）法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５０

万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について

５，８８０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について  

５，５２０円 

イ （略） イ （略） 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について２，１６０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。） １人について１，５６０円 
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エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

（ア）特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，４４０円 （ア）特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，２００円 

（イ）特定世帯 ７２０円 （イ）特定世帯 ６００円 

（ウ）特定継続世帯 １，０８０円 （ウ）特定継続世帯 ９００円  

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について２，０４０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について１，４４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て９６０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯につい

て８４０円 
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 亀山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（技術管理者の資格） （技術管理者の資格） 

第２３条 法第２１条第３項に規定する条例で定める技術管理者の資格

は、次のとおりとする。 

第２３条 法第２１条第３項に規定する条例で定める技術管理者の資格

は、次のとおりとする。 

（１）～（５）（略） （１）～（５）（略） 

（６）学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課

程を含む。）若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年

勅令第６１号）に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しく

はこれらに相当する課程において衛生工学（旧専門学校令に基づく

専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。）若しくは化

学工学に関する科目を修めて卒業した（同法に基づく専門職大学の

前期課程を修了した場合を含む。）後、４年以上廃棄物の処理に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（６）学校教育法に基づく短期大学                

      若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年

勅令第６１号）に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しく

はこれらに相当する課程において衛生工学（旧専門学校令に基づく

専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。）若しくは化

学工学に関する科目を修めて卒業した             

                後、４年以上廃棄物の処理に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（７）学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課

程を含む。）若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門

学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程にお

いて衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒

業した（同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含

む。）後、５年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者 

（７）学校教育法に基づく短期大学                

      若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門

学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程にお

いて衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒

業した                           

   後、５年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者 
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（８）～（１１）（略） （８）～（１１）（略） 
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亀山市総合環境センター条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（名称等） （名称等） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

 ２ センターに、次のとおり分館を置く。 

（１）名称 亀山市刈り草コンポスト化センター 

（２）位置 亀山市関町新所１７５番地３ 
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亀山市営住宅条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

１ 市営住宅（借上げによる市営住宅を除く。）の名称、位置等 １ 市営住宅（借上げによる市営住宅を除く。）の名称、位置等 

建設年度 名称 位置 構造 戸数 

昭和３８

年度 

亀田（尾

崎）住宅 

亀田町５番地 簡易耐火

平家 

６ 

 

昭和３８

年度 

亀田（尾

崎）住宅 

亀田町５番地 簡易耐火

平家 

６ 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

建設年度 名称 位置 構造 戸数 

平成３６

年度 

野村住宅 野村三丁目１３番３号及び１

４番１３号 

木造平家 ２ 

昭和３８

年度 

亀田（尾

崎）住宅 

亀田町５番地 簡易耐火

平家 

６ 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

２ （略） ２ （略） 

別表第３（第５２条関係） 

市営単独住宅の名称、位置等 

別表第３（第５２条関係） 

市営単独住宅の名称、位置等 

建設年度 名称 位置 構造 戸数 

昭和２５

年度 

若草住宅 関町新所１８４１番地、１８４２

番地、１８４３番地１、１８４６

番地及び１８４０番地 

木造平家 ６ 

昭和２５

年度 

城山住宅 関町新所１３９３番地１及び

１３９４番地３ 

木造平家 ８ 

 

建設年度 名称 位置 構造 戸数 

昭和２５

年度 

若草住宅 関町新所１８４１番地、１８４２

番地、１８４３番地１、１８４６

番地及び１８４０番地 

木造平家 ９ 

昭和２５

年度 

城山住宅 関町新所１３９３番地１及び

１３９４番地３ 

木造平家 １２ 

昭和３９

年度 

新所住宅 関町新所１５９８番地２ 木造平家 ３ 
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亀山市水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（布設工事監督者の資格） （布設工事監督者の資格） 

第３条 法第１２条第２項に規定する条例で定める布設工事監督者の資

格は、次のとおりとする。 

第３条 法第１２条第２項に規定する条例で定める布設工事監督者の資

格は、次のとおりとする。 

（１）～（７）（略） （１）～（７）（略） 

（８）技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による

第二次試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水

道及び工業用水道      を選択した者に限る。）であって、

１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

（８）技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による

第二次試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水

道及び工業用水道又は水道環境を選択した者に限る。）であって、

１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 
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亀山市火災予防条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章 総則（第１条） 第１章 総則（第１条） 

第２章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等 第２章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等 

第１節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそ

れのある設備の位置、構造及び管理の基準（第２条―第

２５条） 

第１節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそ

れのある設備の位置、構造及び管理の基準（第２条―第

２５条） 

第２節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそ

れのある器具の取扱いの基準（第２６条―第３１条） 

第２節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそ

れのある器具の取扱いの基準（第２６条―第３１条） 

第３節 火の使用に関する制限等（第３２条―第３７条） 第３節 火の使用に関する制限等（第３２条―第３７条） 

第４節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限（第

３８条） 

第４節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限（第

３８条） 

第２章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第３８

条の２―第３８条の７） 

第２章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第３８

条の２―第３８条の７） 

第３章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技

術上の基準等 

第３章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技

術上の基準等 

第１節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

（第３９条―第４９条） 

第１節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

（第３９条―第４９条） 

第２節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等（第５０ 第２節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等（第５０



 

 

83 

条―第５１条の２） 条―第５１条の２） 

第３節 基準の特例（第５２条） 第３節 基準の特例（第５２条） 

第４章 避難管理（第５３条―第６２条） 第４章 避難管理（第５３条―第６２条） 

第４章の２ 屋外催しに係る防火管理（第６２条の２・第６２条の３） 第４章の２ 屋外催しに係る防火管理（第６２条の２・第６２条の３） 

第５章 雑則（第６３条―第７０条） 第５章 雑則（第６３条―第６９条） 

第６章 罰則（第７１条・第７２条） 第６章 罰則（第７０条・第７１条） 

附則 附則 

（防火対象物の消防用設備等の状況の公表） 

第６９条 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の

判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令

若しくはこれに基づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は、そ

の旨を公表することができる。 

２ 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火

対象物の関係者にその旨を通知するものとする。 

３ 第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並

びに公表の手続は、規則で定める。 

 

第７０条～第７２条 （略） 第６９条～第７１条 （略） 
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